
令和８年２月４日 

告示第30号 

 

東近江市障害福祉サービス事業所等職員キャリアアップ支援事業補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害福祉人材の確保及び定着を図り、もって障害福祉の向上に

資するため、市内に所在する障害福祉サービス事業所等に勤務する者等が、障害福

祉サービス等を担う人材としてのキャリアアップのための研修の受講及び資格の

取得に要する費用に対して障害福祉サービス事業所等職員キャリアアップ支援事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、東近江市補助金等交

付規則（平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。）に規定するものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 障害福祉サービス事業者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年法律第123号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス、

同条第11項に規定する障害者支援施設若しくは同条第19項に規定する相談支援、

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第１項に規定する障害児通所

支援若しくは同条第６項に規定する障害児相談支援又は東近江市地域生活支援事

業に係る事業者登録取扱要綱（平成20年東近江市告示第293号）第１条に規定する

地域生活支援事業を提供し、運営し、又は実施する法人をいう。 

 (2) 障害福祉サービス事業所等 前号に規定する障害福祉サービス等を提供し、若

しくは実施する事業所又は前号に規定する障害者支援施設であって、障害福祉サ

ービス事業者等が運営し、かつ、市内に所在するものをいう。 

(3) 職員 障害福祉サービス事業所等を運営する障害福祉サービス事業者等に直

接雇用される者をいう。 

 （補助対象者）  

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 次の要件を全て満たす者（以下「補助対象者（本人）」という。） 

  ア 補助金の交付の対象となる研修（以下「補助対象研修」という。）を修了し

たとき又は補助金の交付の対象となる資格（以下「補助対象資格」という。）



に係る登録証の交付を受けたときにおいて、障害福祉サービス事業所等に３月

以上継続して勤務していること。 

  イ 他の補助制度等により、補助金と類似の補助を受けていないこと。 

 (2) 次の要件を全て満たす障害福祉サービス事業者等（以下「補助対象者（障害福

祉サービス事業者等）」という。） 

ア 補助対象者（本人）に対し、次条に規定する経費を負担したこと。 

イ 他の補助制度等により、補助金と類似の補助を受けていないこと。 

 （補助対象研修等） 

第４条 補助対象研修、、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」と

いう。）及び補助金の額は、別表第１及び別表第２に定めるとおりとする。 

 （交付の申請） 

第５条 補助対象者（本人）が補助金の交付を受けようとするときは、障害福祉サー

ビス事業所等職員キャリアアップ支援事業補助金交付申請書兼請求書（本人用）（様

式第１号）に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 補助対象者（障害福祉サービス事業者等）が補助金の交付を受けようとするとき

は、障害福祉サービス事業所等職員キャリアアップ支援事業補助金交付申請書兼請

求書（事業者用）（様式第２号）及び補助金交付申請対象者名簿（様式第３号）に

必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定による申請の期限は、補助対象者（本人）又は補助対象者（障害福

祉サービス事業者等）が第３条第１号又は第２号に掲げる要件をそれぞれ全て満た

した日の属する年度の末日とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、

この限りでない。 

４ 第１項及び第２項の規定による申請は、補助対象者（本人）に係る補助対象研修

又は補助対象資格につき、補助対象者（本人）又は補助対象者（障害福祉サービス

事業者等）のいずれかが行うものとし、重複した申請をしてはならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、補助対象者（本人）及び補助対象者（障害福祉サービ

ス事業者等）が負担した補助対象経費が異なる場合には、それぞれが負担した補助

対象経費の額の範囲内でそれぞれが補助金の交付を申請することができる。この場

合において、補助対象者（本人）が申請する補助金の額と補助対象者（障害福祉サ

ービス事業者等）が申請する補助金の額を合計した額は、３万円を超えることがで

きない。 

 （交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金

を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、障害福祉サービス事業



所等職員キャリアアップ支援事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により当該

申請を行った者にその旨を通知するとともに、補助金を交付するものとする。 

 （補助金の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、

その者に対し交付した補助金の返還を求めるものとする。 

 （交付手続の特例） 

第８条 規則第26条の規定により、実績報告の手続を交付申請の手続に併合し、補助

金の額の確定の手続を省略するものとする。 

 （その他） 

第９条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、令和８年２月４日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。 

 

別表第１（第４条関係） 

補助対象研修 補助対象経費 補助金の額 

相談支援専門員に関する研修 補助対象研修の受講

料（教材費、実習費、

補講料等を含む。） 

補助対象者が補助対

象研修を実施した養

成機関に支払った額。

ただし、各補助対象研

修につき１人当たり

３万円を上限とする。 

サービス管理責任者・児童発達支

援管理責任者に関する研修 

強度行動障害支援者に関する研修 

介護職員初任者研修課程 

介護福祉士実務者研修 

障害者居宅介護従業者基礎研修課

程 

重度訪問介護従業者養成研修 

行動援護従業者養成研修課程 

同行援護従業者養成研修 

障害者（児）移動支援従業者養成

研修 

高次脳機能障害支援養成研修 

喀痰
かくたん

吸引等研修 

その他障害福祉サービスの質の向

上及び利用者の支援のために必要

と市長が認める研修 



 

別表第２（第４条関係） 

補助対象資格 補助対象経費 補助金の額 

社会福祉士 補助対象資格試験受験対

策講座の受講料（テキスト

代、模擬試験等の費用を含

む。）並びに補助対象資格

の試験受験手数料及び登

録手数料 

補助対象者が補助対象資

格試験受験対策講座を実

施した養成機関、補助対象

資格試験実施機関等に支

払った額の合計額。ただ

し、各補助対象資格につき

１人当たり３万円を上限

とする。 

介護福祉士 

精神保健福祉士 

公認心理師 

社会福祉士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


